
経済的に困窮している学生の皆さんを対象に、

西東京市が独自に５万円を給付します！

申請日時点で西東京市に住民票があり
（※１）
、独立行政法人日本学生支援

機構による給付奨学生の認定を受けている方
（※２）

ア本人確認書類の写し

氏名・生年月日等がわかる身分証明書等。有効期限の記載があるものは期限内であるものに限る。

イ 口座確認書類の写し

通帳・キャッシュカード等の金融機関名、支店名、分類、口座番号、口座名義がわかるもの。

ウ 奨学金給付証明書の写し

申請日から遡って1か月以内に発行されたもの。

必要書類

令和３年７月19日から令和４年２月28日まで

※１ 住民基本台帳法の規定に基づき西東京市の住民基本台帳に記録されていることをいいます。現在お住まい

の場所が市外であっても、西東京市に住民票がある場合は対象となります。

※２ 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令第23条の４第４項に規定する給付奨学生の認定を受けてい

ることをいいます。同令第23条の12第１項に規定する認定の効力の停止を受けている場合は対象外です。

申請受付期間

いこいーな

Ⓒシンエイ/西東京市

対象

※書類の不備等がない場合、申請から給付までの期間は概ね１か月程度の見込みです。

※奨学金給付証明書の取得方法については、独立行政法人日本学生支援機構または在籍する大学等へお問い合わせください。

西東京市企画部企画政策課企画政策担当

電話：042-460-9800 FAX：042-46０-７５１１

住所：〒188-8666 西東京市南町五丁目６番13号

E-mail:kikaku@city.nishitokyo.lg.jp

問
い
合
わ
せ
先

申請方法その他の詳細につきましては、西東京市のホームページをご確認ください。
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令和３年７月27日

企画部企画政策課給付型奨学金を受給している

西東京市の学生の皆様へ


